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１１．．  処処分分制制限限財財産産のの処処分分  

（１）財産の処分制限について

助成金執行の適正化の観点から、助成事業者の取得財産等のうち以下の処分制限財産①に該当

する財産を、②の期間内に「助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または

担保に供しようとする場合（交付規程上「処分」と定義されています。）」には、「財産処分承認申請書」

（様式第１５）を用いて、あらかじめＮＥＤＯの承認を受けていただく必要があります。なお、処分制限期

間（耐用年数）を経過した場合は、ＮＥＤＯへの申請等は不要です。 

財産処分承認申請書は、処分予定日の３０日前を目安にプロジェクト担当部へ提出してください。な

お、ＮＥＤＯが承認を行う場合は、原則として、当該財産の残存簿価相当額に助成割合を乗じた金額

をＮＥＤＯへ納付することが条件となります（有償譲渡の場合は譲渡額）。 

【処分制限財産】 

① 処分が制限されている財産は、「取得価格が単価５０万円以上（消費税抜）の財産」です。

② 処分を制限する期間（取得年月日からの年数）は、「昭和５３年通商産業省告示第３６０号」を準

用する旨、交付規程に定められています。

【処分の種類】 

① 転用：処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。

② 譲渡：処分制限財産の所有者の変更。

③ 貸付け：処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。

④ 廃棄：処分制限財産（設備に限る。）の使用を止め、廃棄処分すること。

⑤ 取壊し：処分制限財産（施設（土地を含む。以下同じ。）に限る。）の使用を止め、取り壊すこと。

⑥ 交換：処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換。

⑦ 担保に供する処分：処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。

（２）処分制限期間

対象となる助成事業は、原則として「昭和５３年通商産業省告示第３６０号」に事業名の定めがありま

せんので、その場合は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」

において、「耐用年数」を「処分制限期間」と読み替えて適用します。なお、助成事業者は、耐用年数

を事業者の固定資産台帳等と整合させてください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000040015 

（参考） 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（抄）（昭和40年大蔵省令第15号） 

別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表（抜粋）※ 

種類 細目 耐用年数(年) 

建物及び建物

附属設備 

建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放
射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造
作又は建物附属設備 

五 

構築物 風どう、試験水そう及び防壁 五 

ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 七 

工具 四 

器具及び備品 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 四 

機械及び装置 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械そ
の他これらに類するもの 

七 

その他のもの 四 

ソフトウエア 三 

※ この表にないものは、省令別表第１、第２等に拠ります。

「
処
分
制
限
期
間
」
と
読
み
替
え
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（３）助成割合について 

ＮＥＤＯへの納付金額を算定する際に乗じる「助成割合」は、「助成金額」÷「発生額合計」とし経費

発生調書から以下のとおり算出します。ただし、助成事業期間中等、助成金の額が確定していない場

合には、交付決定通知書に記載の「補助率」を適用します。 

 

{（助成対象費用欄【e】の助成金額）-(助成対象費用欄【e】のⅣ-2学術機関等共同研究費)}の各年度累積額 

{（当年度発生額合計欄【b】の総計B）-（当年度発生額合計欄【b】のⅣ-2学術機関等共同研究費）の各年度累積額 

 

（４）財産処分の取扱いについて 

①ＮＥＤＯでは財産処分の取り扱いに係る判断は、経済産業省の以下の通達に準じて行います。詳し

くは、以下の通達をご参照ください（なお、当該通達中「大臣」は「ＮＥＤＯ理事長」へ読み替えます）。

また、通達の内容を処分別に次頁のフローチャートで示していますのでご参照ください。（通達の特

例は p.59 を参照。） 

「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/org_daijin_kaikei2.html 

 

   ②処分に際しては、「財産処分承認申請書」（様式第１５）のほかに、例えば、以下の書類を提出する

必要があります。処分内容により必要書類が異なるため、プロジェクト担当部へご相談ください。 

ＮＥＤＯの処分承認後、助成事業者は当該財産を処分することが可能となります。また、ＮＥＤＯ

に納付を要する場合は、納付請求書に記載の金額を納付期限までに納付してください。なお、当該

財産を廃棄する場合、スクラップ等の処分時に別途収入が生じた場合は、「収入金報告書」（様式第

１３）を用いて、プロジェクト担当部へ報告してください。 

 

＜必要書類（例）＞ 

【転用、無償譲渡、無償貸付、廃棄の場合】 

・取得財産等管理明細表（様式第１４） 

・処分予定日時点の残存簿価相当額（※）を計算する書類（残存簿価相当額計算シート） 

・各年度の経費発生調書（ＮＥＤＯ検査員のサイン済）の写し 

 

【有償譲渡の場合】 

・取得財産等管理明細表（様式第１４） 

・売買契約書等の譲渡額が分かる書類 

・各年度の経費発生調書（ＮＥＤＯ検査員のサイン済）の写し 

 

【有償貸付の場合】 

・取得財産等管理明細表（様式第１４） 

・賃貸借契約書等の貸付額が分かる書類 

・各年度の経費発生調書（ＮＥＤＯ検査員のサイン済）の写し 

 

（※）「残存簿価相当額」とは、取得価格から処分予定日までの償却累計額を減じた額とし、残存

簿価相当額計算シートを用いて計算してください。なお、「処分予定日」とは、今後助成事

業の用に供する可能性がないと認められた日（財産の使用を止めたとき、財産処分申

請時等）となります。また、「償却累計額」とは、助成事業者が適用する法人税法及

び施行令による減価償却の累計額であり、処分予定日時点の残存簿価相当額を計算す

る｢残存簿価相当額計算シート｣には、ア．償却方法（定額法、定率法）、イ．減価償却計算

時の端数処理方法、ウ．助成事業者の決算月を入力してください。  

助成割合＝ 
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処分制限期間中の財産処分に係る「ＮＥＤＯ承認」および「ＮＥＤＯへの納付」の要／不要フローチャート 

 転用【処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用

（助成事業の成果を基にした商用化への転用を含む）】

経過年数が10年以上である財産処分であって、国又は地方公

共団体の補助事業又は委託事業（これらの事業と関連する事

業を含む）その他公益性の高い事業としてNEDO理事長が適

当であると個別に認めるものに使用するための転用 

その他の転用 中小企業者に非該当 【要承認】３（１）
【要納付】残存簿価相当額

に助成割合を乗じて得た額 

譲渡【処分制限財産の所有者の変更】

有償譲渡 【要承認】３（１）

【要納付】譲渡額（ただし、当該

譲渡額が残存簿価相当額又

は鑑定評価を行った場合の鑑

定評価額に比して著しく低価

である場合において、その理

由を合理的に説明することが

できないときは、残存簿価相当

額又は鑑定評価額）に助成割

合を乗じて得た額※３ 

【要承認】

５（２）②Ｃ（ア）

納付条件を付さない 

場合がある 

経過年数が10年以上である財産処分であって、以下の

いずれかに該当する場合 

（ア）国又は地方公共団体の補助事業又は委託事業（こ

れらの事業と関連する事業を含む。）その他公益性

の高い事業としてNEDO理事長が適当であると個別

に認めるものに使用するための無償譲渡

（イ）国又は地方公共団体に対して行う無償譲渡

その他の無償譲渡 【要承認】３（１） 【要納付】 残存簿価相当額に

助成割合を乗じて得た額※３ 

無償譲渡 

【要承認】

５（２）②Ｃ（ア）

または（イ）

納付条件を付さない 

場合がある 

貸付け【処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更】 

有償貸付 【要承認】３（１）

【要納付】貸付額（ただし、当該

貸付額が残存簿価相当額又

は鑑定評価を行った場合の鑑

定評価額に比して著しく低価

である場合において、その理

由を合理的に説明することが

できないときは、残存簿価相当

額又は鑑定評価額）に助成割

合を乗じて得た額 

経過年数が10年以上である財産処分であって、以下の

いずれかに該当する場合 

（ア）国又は地方公共団体の補助事業又は委託事業（こ

れらの事業と関連する事業を含む。）その他公益性

の高い事業としてNEDO理事長が適当であると個別

に認めるものに使用するための無償貸付け

（イ）国又は地方公共団体に対して行う無償貸付け

その他の無償貸付 【要承認】３（１） 【要納付】 残存簿価相当額に

助成割合を乗じて得た額 

無償貸付 

【要承認】

５（２）②Ｃ（ア）

又は（イ）

納付条件を付さない 

場合がある 

助成目的たる事業の遂行に

支障を来さない範囲で、一

時的に（当該年度を超えな

い範囲で）行う貸付け※２ 

【要報告書】P.179 
５（１）③

【納付不要】 

助成目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で、 

一時的に（当該年度を超えない範囲で）行う転用※２ 

【要報告書】P.179 
５（１）③

【納付不要】 

中小企業者に該当 
【要承認】

５（２）②ｅ

納付条件を付さない 

場合がある ※１ 

NEDO承認の要/不要 

NEDO承認の要/不要 

NEDO承認の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

（番号は経済省通達の番号） 

（番号は経済省通達の番号） 

（番号は経済省通達の番号） 
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廃棄【処分制限財産（設備に限る。）の使用を止め、廃棄処分すること】 

取壊し【処分制限財産（施設（土地を含む）に限る）の使用を止め、取り壊すこと】 

社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する

意義が乏しくなった、又は助成事業者の資金繰りの悪

化等により処分制限財産を維持管理することが困難に

なったと認められる場合 

災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは 

立地上又は構造上危険な状態にある場合 

【要承認】３（１） 【要納付】残存簿価相
当額に助成割合を乗
じて得た額 

【要承認】

５（２）②ａ

納付条件を付さない 

場合がある 

以下のいずれかに該当する場合 
（ア）道路の拡張整備その他の助成事業者の責めに帰

することのできない事由によるやむを得ない取壊し
等（相当の補償を得ているものの、代替施設を整備
しない場合を除く）

（イ）老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等

【要報告書】P.179 
５（１）②

【納付不要】 

【要承認】

５（２）②ｂ

納付条件を付さない 

場合がある 

交換【処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換】 

【要承認】３（１）
【要納付】残存簿価相
当額に助成割合を乗
じて得た額 

担保【処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。次のいずれかに該当する場合に限る。】 
① 申請に係る処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達する場合（助成金等の交付の

決定（又は計画変更の承認）において個別に認めるものに限る）。

② 資金繰りの悪化等により助成目的たる事業の継続が困難であると認められる場合

【要承認】３（３） 【要納付】譲渡額（た
だし、当該譲渡額が
残存簿価相当額又
は鑑定評価を行った
場合の鑑定評価額
に比して著しく低価
である場合におい
て、その理由を合理
的に説明することが
できないときは、残存
簿価相当額又は鑑
定評価額）に助成割
合を乗じて得た額 

※１ 助成事業の成果を活用して実施する事業に使用するために行う転用に限り、納付不要とします。また、処分制限期間中に新たな

財産処分を行う場合、再度、ＮＥＤＯの承認を受けなければならない条件（再処分条件）を付します。 

※２ 使用予定者との間で当該一時使用に係る管理協定を締結してください。また、無償貸付けの場合であっても、実費相当額の負担

を求めることは妨げません。なお、「財産処分報告書」（P.179）を参考に処分する前にプロジェクト担当部に報告してください。 

※３ 助成目的たる事業を第三者に遂行させるための譲渡の場合、NEDOへの納付条件に代えて、再処分条件（上記）を付す場合があ

ります。 

NEDO承認の要/不要 

NEDO承認の要/不要 

NEDO承認の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

NEDOへの納付の要/不要 

（番号は経済省通達の番号） 

（番号は経済省通達の番号） 

（番号は経済省通達の番号） 

その他の取壊し又は廃棄 
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２２．．  企企業業化化状状況況報報告告・・収収益益納納付付  

（１）企業化状況報告書の提出について

助成先は、助成事業の完了年度の翌年度以降５年間、「企業化状況報告書」（様式第２０）（Ｐ.１８０）

をＮＥＤＯへ提出してください。企業化状況報告書は、当該助成事業に係る過去１年間の企業化状況

について、助成先の毎会計年度決算確定後２０日以内にＮＥＤＯへ提出してください。 

提出時期については、助成先毎に会計年度が異なることから、例示として会計年度①４/１～３/３１、

②１/１～１２/３１を下図に示します。下図のように助成先の会計年度の関係上、第１回目分の報告対

象期間が１年間に満たない場合には、助成先の翌会計年度分（第２回目分）と合わせて報告してくだ

さい。（この場合、第１回目分は期間按分にて収益納付額を算定してください。対象期間が１年未満と

なる第５回目分も同様です。）

 

 

 

（2）収益納付額の算定式について

企業化状況報告書により、助成先に助成事業に基づく収益があったとＮＥＤＯが認めたときは、助成

先はＮＥＤＯの求めに応じて収益の一部を納付していただきます。収益納付額算出方法の概要は次のと

おりです。なお、収益納付額は、助成金の確定額が上限となります。 

「収益納付額」 ＝ 「助成事業に係る当該年度収益額」（※４） × 「助成金寄与度」（※５） 

（※４）助成事業に係る当該年度収益額＝営業利益×（助成事業の成果に係る売上／売上高） 

「助成事業に係る当該年度収益額」は、助成事業の実施結果の企業化、産業財産権の譲渡また

は実施権の設定およびその他当該助成事業の実施結果の他への供与による収益が対象となりま

す。算定に当たって根拠となる資料（助成事業に係る売上明細、損益計算書、その他算定に必

要な資料）を添付してください。 

（※５）①単年度生産コストベースを基本とし、②累積投資ベースの考え方も可とします。なお、累積投

資ベースによる考え方を希望する場合はＮＥＤＯ担当部にご相談ください。なお、年度により①と

②を変更することはできません。

営業利益×
助成事業の成果に係る売上高 

売上高

②累積投資ベース

①単年度生産コストベース
助成金確定額／５ 

各年度に要したコスト

助成金確定額 

助成対象費用＋追加投資費用

助成事業

助成事業の完了日2/20

4月 4月 4月 4月 4月 4月 

①助成先の会計年度
(４/１～３/３１)

②助成先の会計年度
(１/１～１２/３１)

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

決算確定 決算確定 決算確定

決算確定

決算確定 決算確定

決算確定 決算確定 決算確定
決算確定

報告書① 報告書② 報告書③ 報告書④ 報告書⑤

報告書① 報告書② 報告書③ 報告書④
報告書⑤

決算確定

企業化状況報告書の対象期間
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①単年度生産コストベース（Ｐ．1８２参照）

助成金寄与度＝（助成金確定額の１／５）／各年度に要したコスト注１ 

注１ 事業終了後の各年度の助成事業に係る売上原価および販管費を売上高に占める助成

事業の売上高の割合を乗じて算出し、助成期間中の自己負担額の１／５および助成金

確定額の１／５を加算 

②累積投資ベース（Ｐ．1８４参照）

助成金寄与度＝助成金確定額／助成対象費用注２ 

注２ 助成期間の助成対象費用に助成期間終了後における追加投資費用を毎年度加算。追

加投資費用については証拠書類を確認します。 

（3）収益額が少額の場合の取扱いについて

助成事業に係る当該年度収益額が、収益納付期間単年度換算をした助成金確定額の１％に満た

ない場合は、その年度は収益納付対象外とします。 

（4）中小企業を対象とした特例について

財務基盤が比較的脆弱なものが多いと考えられることを踏まえ、経営状況も考慮して収益納付を求

めます。助成先がＮＥＤＯ助成事業における中小企業の定義に該当し、企業化状況報告書の対象年

度に赤字（営業利益、経常利益、純利益のいずれかが、単体決算で赤字の場合）を計上した場合に

は対象年度の収益納付を免除できることとします。 

ＮＥＤＯ負担額

助成先負担額

追

加

投

資

助成事業期間

追

加

投

資

追

加

投

資

収益納付期間 助成金寄与度

分

母

分

子

追

加

投

資

追

加

投

資

ＮＥＤＯ負担額

助成先負担額

ＮＥＤＯ負担額

追加投資

ＮＥＤＯ負担額

助成先負担額

売

上

原

価

助成事業期間

販

管

費
売

上

原

価

販

管

費

売

上

原

価

販

管

費
売

上

原

価

販

管

費

売

上

原

価

販

管

費

収益納付期間 助成金寄与度

ＮＥＤＯ負担額/5 

売上

原価

販管

費

助成先負担額/5 

NEDO負担額/5 

分

母

分

子

単年度生産コストベースのイメージ図

累積投資ベースのイメージ図
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＜ＮＥＤＯ収益納付における中小企業の定義＞ 

中小企業基本法第２条（中小企業の範囲および用語の定義）を準用し、以下に定める「主たる事業

として営んでいる業種」により資本金基準または従業員基準のいずれかの基準を満たす会社です。企

業化状況報告書を提出する時点での直近のデータを用いてください。 

主たる事業として営んでいる業種 ※１ 資本金基準 ※２ 従業員基準 ※３ 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

※１ 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。

※２ 「資本金の額または出資の総額」をいいます。

※３ 「常時使用する従業員の数」を言い、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含

みません。また、他社への出向者は従業員に含みます。ただし、①大企業に該当する親会社

の連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社または孫会社、②2021年度以降の新規

事業において確定している（申告済の）直近過去3年分の各事業年度の課税所得の年平均

額が15億円を超える会社 については、「みなし大企業等」として取扱います。 

※技術研究組合であって、その直接または間接の構成員の3分の2以上が「中小企業者」としての企

業または企業組合もしくは協業組合であるもの
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＜ＮＥＤＯ収益納付における中小企業の定義＞ 

中小企業基本法第２条（中小企業の範囲および用語の定義）を準用し、以下に定める「主たる事業

として営んでいる業種」により資本金基準または従業員基準のいずれかの基準を満たす会社です。企

業化状況報告書を提出する時点での直近のデータを用いてください。 

主たる事業として営んでいる業種 ※１ 資本金基準 ※２ 従業員基準 ※３ 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

※１ 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。 

※２ 「資本金の額または出資の総額」をいいます。 

※３ 「常時使用する従業員の数」を言い、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含

みません。また、他社への出向者は従業員に含みます。ただし、①大企業に該当する親会社

の連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社または孫会社、②2021年度以降の新規

事業において確定している（申告済の）直近過去3年分の各事業年度の課税所得の年平均

額が15億円を超える会社 については、「みなし大企業等」として取扱います。 

※技術研究組合であって、その直接または間接の構成員の3分の2以上が「中小企業者」としての企

業または企業組合もしくは協業組合であるもの 

※ 上記に示す｢中小企業｣の定義は、本マニュアルに定める助成事業の事務処理において適用

するものであり、各事業の公募要領にて定める定義とは異なる場合があります。 
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＜参考例＞ 

番 号 

年  月  日 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

理事長 殿 

申請者 住 所 

名 称 

代表者等名 

課題設定型産業技術開発費助成金に係る財産処分報告書 

（・・助成事業名・・）

上記の件について、取得財産等を処分したいので、下記のとおり報告します。 

記 

１ 助成事業の名称 

２ 処分する財産の品目及び取得年月日 

３ 処分の内容及び処分期間 

転用（助成目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的に行うもの）又は 
無償貸付（助成目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的に行うもの）に限ります。 

使用予定者との間で一時使用に係る管理協定を締結し、その概要を記載してください。ま

た、無償貸付けの場合であっても、実費相当額の負担を求めることは妨げません。 

４ 処分の理由 

５ その他参考資料 

事業番号：
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（様式第２０） 

番 号 

年  月  日 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

理事長 殿 

申請者  住 所 

名 称 

代表者等名 

課題設定型産業技術開発費助成金に係る企業化状況報告書 

（・・助成事業名・・）

２０  年 月 日付け 第 号をもって交付決定通知があった上記の助成事業に関 

し、２０  年度企業化状況について、課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第24条の規定に 

基づき下記のとおり報告します。 

記 

１．基本情報 

（単位：円） 

助成事業名 

助成期間 

助成対象費用[補助率○／○] ･･･（A） 

助成金確定額･･･（B） 

既納付額累計･･･（C） 

（D）＝（B）－（C） 

助成金確定額収益納付期間単年度換算値 

（＝（B）×1/5）･･･（E） 

納付額下限値･･･（F）=（E）の 1% 

２．企業化実績報告 

算定額（①）の詳細は別紙のとおり 

（単位：円） 

報告年度 
算定額 

（①） 

本年度納付額 

（②） 

免除希望額 

（③） 
備考 

N1 年度 

N2 年度 

N3 年度 

N4 年度 

N5 年度 
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３．企業化状況報告 

（１）企業化（事業化）の状況

（２）発売時期及び事業名（あるいは製品名）と販売価格、販売数量

発売時期 事業名（あるいは製品名） 販売価格 販売数 販売期間 

（３）企業化（事業化）で収益をあげるまでの課題と解決のための日程

（注釈） 

１）「助成対象費用（A）」及び「助成金確定額（B）」は、確定通知書に基づく額をいう。 

２）「既納付額累計（C）」とは、前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額をいう。 

３）「助成金確定額収益納付期間単年度換算値（E）」は、「助成金確定額（B）」の 5 分の 1 をいう。 

４）「納付額下限値（F）」は、「助成金確定額収益納付期間単年度換算値（E）」の 1%をいう。 

５）当該年度収益額が納付額下限値（F）に満たない場合は、納付対象外とする。算定額（①）及び本年度

納付額（②）には「対象外」と記入する。 

６）「算定額（①）＜（D）」の場合は、本年度納付額（②）＝算定額（①）となる。また、「算定額（①） 

＞（D）」の場合は、本年度納付額（②）＝（D）となる。 

７）NEDO 助成事業における中小企業の定義に該当する場合であって、企業化状況報告書の対象年度に営業

利益、経常利益、純利益のいずれかが、単体決算で赤字となることを理由に本年度納付額の免除を希

望する場合は、本年度納付額（②）は空欄として、免除希望額（③）を記入すること。さらに、様式

第 21（納付免除申請書）を提出し、機構の承認を得ることとする。該当しない場合には③は記入不要。

８）前年度までの免除希望額（③）は、NEDO から認められた実績額に見直すこと。該当しない場合には③

は記入不要。

９）別紙（企業化実績報告添付資料）は選択した助成金寄与度の考え方に応じた様式を用いること。初回

報告時に選択した考え方は企業化状況報告期間中に変更不可とする。

10）円未満は切り捨てとする。

事業番号：
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（別紙） 

企業化実績報告添付資料（単年度生産コストベース用） 

対象期間:     (始期)２０ 年 月 日 

(終期)２０  年 月 日 

助成事業者名:  

助成事業名:    

１．按分比率 

（単位：円） 根拠 

売上高 
例）助成事業に係る収益を含

む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る売上高 
例）助成事業該当製品等の

売上明細 

按分比率（＝助成事業に係る売上高／売上高） 

２．助成事業に係る当該年度収益額 

（単位：円）  根拠 

営業利益 
例）助成事業に係る収益を

含む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る当該年度収益額 

（＝営業利益×按分比率） 
（（アア））  

判定：助成事業に係る当該年度収益額（ア）が納付額下限値（F）以上であるか （はい・いいえ） 

３．助成金寄与度 

（単位：円） 根拠 

売上原価 
例）助成事業に係る収益を

含む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る売上原価（＝売上原価×按分比率） （（イイ））  

販売費・一般管理費 
例）助成事業に係る収益を

含む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る販売費・一般管理費 

（＝販売費・一般管理費×按分比率） 
（（ウウ））  

助成事業に係る自己負担額の収益納付期間単年度換算値 

（＝（助成対象費用－助成金確定額）×1/5） 
（（エエ））  

助成事業に係るNEDO負担額の収益納付期間単年度換算値 

（＝助成金確定額×1/5） 
（（オオ））  

４．算定額（①） 

  助助成成事事業業にに係係るる当当該該年年度度収収益益額額××助助成成金金寄寄与与度度  

（（オオ））  

  ＝＝  （（アア））  ××      ＝＝  

（（イイ））＋＋（（ウウ））＋＋（（エエ））＋＋（（オオ））

（注釈） 

１）根拠資料（助成事業に係る売上明細、損益計算書、その他算定に必要な資料）を添付すること。

２）「助成事業に係る売上高」及び「助成事業に係る当該年度収益額」は、助成事業の実施結果の企業

化、産業財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他の当該助成事業の実施結果の他への供与による 

ものが対象となる。 

３）２．の判定において「はい」の場合は、３．及び４．への記入が必要。「いいえ」の場合は記入不

要。

該当するものに○をしてください 

別紙は、計算方法に応じ、いずれか一方を使用

してください。ただし、収益納付対象期間の途

中で変更することはできません。 
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４）３．助成金寄与度の算出過程における端数処理は行わず、実数で計算すること。また、１．按分比

率及び３．助成金寄与度においても端数処理は行わないこととする。 (％表示の場合は小数点以下

2 位まで表示すること)

５）２．助成事業に係る当該年度収益額及び４．算定額において、円未満は切り捨てとする。

【納付額計算例】

営業利益×按分比率＝1,000万円×1／10＝100万円 ･･･（ア）

助成事業に係る売上原価＝売上原価×按分比率＝7,000万円×1／10＝700万円 ･･･（イ）

助成事業に係る販管費＝販管費×按分比率＝3,000万円×1／10＝300万円 ･･･（ウ）

助成期間中の自己負担額の1/5＝1億円／5年＝2,000万円 ･･･（エ）

助成金確定額の1/5＝1億円／5年＝2,000万円 ･･･（オ）

収益納付額＝助成事業に係る当該年度収益額×助成金寄与度

※ＮＥＤＯの会計年度と異なる事業者で、対象期間が１年に満たない場合（例：0.5年）は、算

定した収益納付額に按分比率を乗じてください。

＝40万円×0.5＝20万円 

※計算例は簡易的に万円単位で例示しています。算出過程における端数処理は、様式の注釈に

従ってください。

＝40万円
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（別紙） 

企業化実績報告添付資料（累積投資ベース用） 

対象期間:     (始期)２０ 年 月 日 

(終期)２０  年 月 日 

助成事業者名:  

助成事業名:    

１．按分比率 

（単位：円） 根拠 

売上高 
例）助成事業に係る収益を

含む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る売上高 

按分比率 

（＝助成事業に係る売上高／売上高） 

２．助成事業に係る当該年度収益額 

（単位：円）  根拠 

営業利益 
例）助成事業に係る収益を

含む最小単位の損益計算書 

助成事業に係る当該年度収益額 

（＝営業利益×按分比率） 
（（アア））  

判定：助成事業に係る当該年度収益額（ア）が納付額下限値（F）以上であるか （はい・いいえ） 

３．助成金寄与度 

（単位：

円） 

根拠 

助成金確定額 （（BB））  

助成対象費用 （（AA））  

助成事業に係る当該年度収益額を得るのに要した額 （（カカ））

４．算定額（①） 

  助助成成事事業業にに係係るる当当該該年年度度収収益益額額××助助成成金金寄寄与与度度  

（（BB））  

  ＝＝  （（アア））  ××  ＝＝  

（（AA））＋＋（（カカ））  

（注釈） 

１）根拠資料（助成事業に係る売上明細、損益計算書、その他算定に必要な資料）を添付すること。 

２）「助成事業に係る売上高」及び「助成事業に係る当該年度収益額」は、助成事業の実施結果の企

業化、産業財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他の当該助成事業の実施結果の他への供与

によるものが対象となる。 

３）２．の判定において「はい」の場合は、３．及び４．への記入が必要。「いいえ」の場合は記入

不要。 

４）「３．助成金寄与度」における「助成事業に係る当該年度収益額を得るのに要した額」は、「根

拠」の欄に各年度の額を記載すること。 

５）１．按分比率及び３．助成金寄与度において、端数処理は行わないこととする。 (％表示の場

合は小数点以下 2 位まで表示すること)

６）２．助成事業に係る当該年度収益額及び４．算定額において、円未満は切り捨てとする。

該当するものに○をしてください 

助成事業に係る当該年度収益額を得るの

に要した額（カ）の考え方 

１年度目 (カ1) 

２年度目 (カ1)+(カ2) 

3年度目 (カ1)+(カ2)＋(カ3) 

と分母に加算していきます。 

別紙は、計算方法に応じ、いずれか一方を使用

してください。ただし、収益納付対象期間の途

中で変更することはできません。 
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【納付額計算例】

助成対象費用(A)２億円、助成金確定額(B)１億円 

（一年度目）：助成事業に係る当該年度収益額(ァ)100万円、追加投資費用(ｶ1)2,000万円 
助成金寄与度 ＝1億円／（2億円＋2,000万円） 
収益納付額 ＝100万円×1億円／（2億円＋2,000万円） 

＝45.5万円 

（二年度目）：助成事業に係る当該年度収益額(ァ)300万円、追加投資費用(ｶ2)2,000万円 
助成金寄与度 ＝1億円／（2億円＋2,000万円＋2,000万円） 
収益納付額 ＝300万円×1億円／（2億円＋2,000万円＋2,000万円） 

＝125万円 

（三年度目）：助成事業に係る当該年度収益額(ァ)200万円、追加投資費用(ｶ3)1,000万円 
助成金寄与度 ＝1億円／（2億円＋2,000万円＋2,000万円＋1,000万円） 
収益納付額 ＝200万円×1億円／（2億円＋2,000万円＋2,000万円＋1,000万円） 

＝80万円 

※対象期間が１年に満たない場合（例：0.5年）は、算定した収益納付額に按分比率を乗じ

てください。

（一年度目）＝45.5万円×0.5＝22.75万円 
※計算例は簡易的に万円単位で例示しています。算出過程における端数処理は様式の注釈に

従ってください。
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